
 

荒川区立南千住第二中学校いじめ防止基本方針 

 

いじめ防止対策推進法の施行に伴い、荒川区立南千住第二中学校では、本法律の趣旨を

踏まえ、校内に「いじめ防止対策委員会」を設置するなど校内体制を整備し、いじめ防止

対策の推進を図る。このいじめ防止対策を総合的かつ効果的に推進するために「荒川区立

南千住第二中学校いじめ防止基本方針」を策定する。 

 

１ 「いじめ」の定義（文部科学省） 

 

 

 

 

 

２ いじめ防止の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ いじめ防止に向けた本校の具体的な取り組み 

（１） いじめの防止・早期発見 

① 道徳の授業等で、いじめに関する生徒の理解を深める指導を進め、いじめが許さ

れない行為であり、傍観者でいるべきでないことを認識させる。 

② 日常的に生徒の様子を注意深く観察し、おかしいと感じたら必ず原因の確認に努

める。 

③ 管理職は必ずスクールカウンセラーの記録を確認し、いじめの可能性がある事象

の有無をチェックする。 

④ 「いじめ防止対策委員会」を設置し、毎週情報交換を行い全教員で情報の共有化

を図る。 

⑤ スクールカウンセラーの１学年生徒全員面接や定期的な三者面談以外にも必要

に応じて二者面談を実施するなどして、学級担任が相談に応じる機会を設け、早

期発見に努める。 

「当該生徒が一定の人間関係にある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことによ

り、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。 

なお、おこった場所は学校の内外を問わない。 

「いじめをする人」は本校の教育目標「たくましい人」の対極の人間であり、いじ

めの早期発見と適切な対応、適切な指導は教育目標達成に不可欠である。 

教職員全員が、「いじめ」は人権侵害にあたる重大な問題であり、すべての生徒に起

こりうる絶対に許されない行為であるとの共通認識をもち、日常的に早期発見に努め、

把握した際には、必要に応じて保護者、地域、関係機関と連携して、解決に向けた迅

速かつ有効な手段で対応を進める。 

 



 

（２） いじめへの具体的対応 
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①いじめが疑われる事案を確認 

管理職 生活指導主任 当該学年主任 

④事実確認 

・５Ｗ１Ｈ時系列を意識して 

・複数の教員で同時に 

関係者会議（管理職・生活指導主任・学年教員・確認者） 

③事実確認の方法（手順、担当、聴取場所）を検討 

⑤確認事項のすり合わせと対応方法、手順等の確認 

⑦傍観者その他生徒指導 ⑥指導・ケア 

○いじめを受けた生徒の保護・ケア 

○いじめた生徒の指導 

○双方の保護者に事実を伝え協力を依頼 

○必要に応じて関係諸機関と連携 

⑧臨時職員会議 

 

⑨管理職 

○関係機関への連絡 

○マスコミ対応 

※窓口(管理職)の一本化 


